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高山南商工会定款 

 

第１章 総  則 

（目 的） 

第１条 本商工会は、地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社

会一般の福祉の増進に資し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的

とする。 

 

（名 称） 

第２条 本商工会は、高山南商工会と称する。 

 

（地 区） 

第３条 本商工会の地区は、設立認可の日における高山市久々野町、朝日町及び高根

町の区域とする。 

２ 本商工会の地区たる高山市久々野町、朝日町及び高根町について、境界変更又は

未所属地域の編入があったときは、前項の規定にかかわらず、地区はその境界変更

又は未所属地域の編入後の区域とする。 

 

（事務所の所在地） 

第４条 本商工会は、主たる事務所を岐阜県高山市久々野町無数河に置き、従たる事

務所を岐阜県高山市朝日町万石に置く。 

 

（原 則） 

第５条 本商工会は、営利を目的としない。 

２ 本商工会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を

行わない。 

３ 本商工会は、これを特定の政党のために利用しない。 

 

（公告の方法） 

第６条 本商工会の公告は、本商工会の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、

中日新聞に掲載して行うものとする。 

 

（規 約） 

第７条 この定款で定めるもののほか、本商工会の業務の執行について必要な事項

は、総代会の議決を経て規約で定める。 
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２ 本商工会は、規約を設定したときは、遅滞なく、これを市長に届け出るものとす

る。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 

 

第２章 事  業 

（事 業） 

第８条 本商工会は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

（１）商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。 

（２）商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

（３）商工業に関する調査研究を行うこと。 

（４）商工業に関する講習会又は講演会を開催すること。 

（５）展示会、共進会等を開催し、又はこれらの開催のあっせんを行うこと。 

（６）商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。 

（７）商工会としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議する

こと。 

（８）行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 

（９）社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。 

（10）岐阜県商工会連合会の委託を受けて商工貯蓄共済事業の業務を行うこと。 

（11）行政庁から委託を受けた事務を行うこと。 

（12）商工業者の福利厚生に資する事業を行うこと。 

（13）輸出品の原産地証明を行うこと。 

（14）商工業者の委託を受けて、当該商工業者が行うべき事務（その従業員のための

事務を含む。）を処理すること。 

（15）岐阜県商工会連合会の復託を受けて、全国商工会連合会が行う全国商工会会員

福祉共済の業務を行うこと。 

（16）外国人研修生の受け入れに関する事業を行うこと。 

（17）前各号に掲げるもののほか、本商工会の目的を達成するために必要な事業を行

うこと。 

 

第３章 会  員 

（会員の資格） 

第９条 本商工会の会員たる資格を有する者は、本商工会の地区内において、引き続

き６月以上営業所、事務所、工場又は事業場（以下「営業所等」という。）を有す

る商工業者、第５１条に定める青年部の部長若しくは副部長又は第５６条に定め

る女性部の部長若しくは副部長とする。ただし、次に掲げる者は、本商工会の事業

の円滑な推進のために必要であるとして、理事会が特に承認した場合は、会員とな

ることができる。 

（１）本商工会の地区内に引き続き６月に満たない期間営業所等を有する商工業者 
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（２）本商工会の地区内に営業所等を有する相互会社、中小企業等協同組合、信用  

金庫、公社、青色申告会、法人会、スタンプ会又は商店会、その他組合等 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる各号のいずれかに該当する者は会員たる

資格を有しない。 

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 

号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は

暴力団員でなくなってから５年を経過しない者 

（３）暴力団準構成員（暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威

力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団

員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する

者のうち暴力団員以外の者をいう。以下同じ。） 

（４）暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準

構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供

を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するも

の又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運

営に協力している企業をいう。） 

（５）総会屋等（総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法

行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。） 

（６）社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、

不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に

脅威を与える者をいう。） 

（７）特殊知能暴力集団等（暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団

と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人を

いう。） 

（８）その他前各号に準ずる者及び団体（以下「反社会的勢力」という。） 

（９）反社会的勢力によって、その経営を支配されている関係を有する者 

（10）反社会的勢力がその経営に実質的に関与している関係を有する者 

（11）反社会的勢力を役職員や顧問としたり、反社会的勢力に紛争解決の依頼や相談

をしたりするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有する者 

（12）反社会的勢力と知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係を

有する者 

（13）役職員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難さ

れるべき関係を有する者 

（14）自ら又は第三者を利用して、暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為を

行った者 

（15）自ら又は第三者を利用して取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用い
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る行為を行った者 

（16）自ら又は第三者を利用して風説を流布し、偽計又は威力を用いて本会の信用を

棄損し、又は本会の業務を妨害する行為を行った者 

（17）その他前各号に準ずる行為を行った者 

 

（加 入） 

第１０条 本商工会の会員たる資格を有する者は、総代会の議決を経て別に定める

加入手続により、本商工会の承諾を得て、本商工会に加入することができる。 

２ 前項の加入の諾否は、理事会において決定する。 

３ 理事会は、前項の諾否を決定するときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、

又はその加入につき不当な条件を付してはならない。 

４ 第２項の規定により理事会の承諾を得た者は、所定の加入金及び会費を納めた

時に、本商工会の会員となる。 

５ 加入金の額及びその払込みの方法は、総代会の議決を経て別に定める。 

 

（議決権及び選挙権） 

第１１条 会員は、各々１個の議決権及び選挙権を有する。 

２ 会員は、あらかじめ通知のあった事項につき、会員が記名捺印した書面又は代理

人をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。ただし、代理人はその会

員の３親等以内の親族若しくは常時使用する従業員又は他の会員でなければなら

ない。 

３ 前項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、出席者とみなす。 

４ 代理人は、５人以上の会員を代理することができない。 

５ 第２項の代理人は、議決権及び選挙権を行使する前にその代理権を証する書面

を本商工会に提出しなければならない。 

 

（会 費） 

第１２条 会員は、毎事業年度所定の納期までに、会費を納入しなければならない。 

２ 前項の会費の金額及びその払込みの方法は、総代会の議決を経て別に定める。 

 

（過怠金） 

第１３条 本商工会は、会費の納入その他会員たるの義務を怠った会員に対して、理

事会の議決を経て、過怠金を課することができる。 

２ 前項の過怠金の金額、その他過怠金の賦課に関し必要な事項は、総代会の議決を

経て別に定めるものとする。 

 

（会員権の停止） 
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第１４条 本商工会は、会費の滞納が１年以上におよぶ会員、その他会員たるの義務

を怠った会員に対して、総代会の議決を経て、その会員たるの権利の全部又は一部

の行使を停止することができる。この場合には、その会員に対して、その総代会の

会日の１週間前までにその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与え

なければならない。 

２ 前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にそ

の旨を通知しなければ、これをもってその会員に対抗することができない。 

 

（脱 退） 

第１５条 会員は、６０日前までに予告し、事業年度の終わりにおいて本商工会を脱

退することができる。 

２ 会員は、次の場合には、脱退する。 

（１）会員たる資格を喪失した場合 

（２）死亡し、又は解散した場合 

（３）除名された場合 

 

（除 名） 

第１６条 本商工会は、次の各号の一に該当する会員を総代会の議決によって除名

することができる。この場合には、その会員に対して、その総代会の会日の１週間

前までにその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければなら

ない。 

（１）１年以上にわたって会費の納入その他会員たるの義務を怠った会員 

（２）本商工会の体面を傷つけ、又は本商工会の目的遂行に反する行為を行った会  

員 

（３）第９条第２項の各号のいずれかに該当する会員 

２ 第１４条第２項の規定は、会員の除名について準用する。 

３ 除名された者は、除名された日から１年間は本商工会の会員となることができ

ない。 

 

（届 出） 

第１７条 会員は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨を本商工会に

届け出なければならない。 

（１）氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。 

（２）法人たる会員にあっては、その代表者の氏名又は住所に変更があったとき。 

（３）事業の廃止、地区内において有する営業所、事務所、工場又は事業場の閉鎖そ

の他会員たる資格の喪失を来たすべき事実があったとき。 
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（賛助会員） 

第１７条の２ 会員たる資格を有しない者であっても、本商工会の趣旨に賛同する

ものは、本商工会の賛助会員となることができる。 

２ 第１０条（加入）及び第１２条から第１７条（会費、過怠金、会員権の停止、脱

退、除名、届出）までの規定は賛助会員について準用する。 

 

第４章 役  員 

（役 員） 

第１８条 本商工会に、次の役員を置く。 

（１）会   長   １人 

（２）副 会 長   ２人 

（３）理   事  １８人 

（４）監   事   ２人 

２ 役員は、会員又は会員たる法人の役職員でなければならない。ただし、理事は、

１人以内に限り、会員又は会員たる法人の役職員でない者をもって充てることが

できる。 

 

（役員の職務） 

第１９条 会長は、本商工会を代表し、本商工会の業務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故があ

るときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。 

３ 理事は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、あらかじめ会長の定める順位

により、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が

欠員のときはその職務を行う。 

４ 監事は、本商工会の業務及び会計の状況を監査し、その監査の結果を総代会に報

告する。 

 

（役員の忠実義務） 

第２０条 役員は、法令、定款及び規約の定め並びに総代会の決議を遵守し、本商工

会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 

 

（役員の任免） 

第２１条 役員は、総代会において選任し、又は解任する。 

２ 役員の選任又は解任に関する議決は、あらかじめその旨を通知した総代会にお

いてのみすることができる。 

３ 前２項に規定するもののほか、役員の選任及び解任に関し必要な事項は、総代会

の議決を経て別に定める。 
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４ 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 

（１）精神の機能の障害により役員の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断

及び意思疎通を適切に行うことができない者 

（２）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（３）未成年者 

（４）禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなった日から５年を経過しない者 

（５）第９条第２項の各号のいずれかに該当する者 

５ 監事は、会長、副会長、理事又は本商工会の職員を兼ねてはならない。 

 

（役員の任期） 

第２２条 役員の任期は、３年とする。 

２ 役員は、再任されることができる。 

３ 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続き

その職務を行うものとする。 

４ 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（代表権の制限） 

第２３条 本商工会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有

しない。この場合には、監事が本商工会を代表する。 

 

（役員の報酬） 

第２４条 役員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他業務の遂行に伴う実費につ

いてはこの限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、総代会の議決により、慰労金又は常勤の役員に対する

報酬を支給することができる。 

 

第５章 顧  問 

（顧 問） 

第２５条 本商工会に、顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、本商工会の目的達成のために必要な学識経験のある者のうちから、会長

が理事会の承認を得て委嘱する。 

３ 顧問は、本商工会の目的達成について必要な事項について会長の諮問に応ずる。 

４ 第２２条（役員の任期）の規定は、顧問について準用する。 

 

第６章 総会、総代会及び理事会 

第１節 総代会 
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（総代会） 

第２６条 本商工会に総代会を置く。 

 

（総代の定数） 

第２７条 総代の定数は、５６人とする。 

 

（総代の任期） 

第２８条 総代の任期は、３年とする。 

２ 第２２条第２項から第４項まで（役員の任期）の規定は、総代の任期について準

用する。 

 

（総代の選挙） 

第２９条 総代は、各地区ごとに、各地区に属する会員のうちから、その地区に属す

る会員によって選挙する。 

２ 前項の地区及び各地区において選挙すべき総代の数は、別表のとおりとする。 

 

（総代会の招集） 

第３０条 総代会は、通常総代会及び臨時総代会の２種とし、会長が招集する。 

２ 通常総代会は、毎事業年度終了後２月以内に、臨時総代会は第４項に規定する場

合のほか、会長が必要と認めたときに開催する。ただし、事業年度終了後２月以内

に総会を招集する場合には、当該総会をもって通常総会とし、通常総代会の開催を

要しない。 

３ 前項の臨時総代会を招集する場合は、理事会の同意を得なければならない。 

４ 会長は、会員が総会員の５分の１以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招

集の理由を記載した書面を会長に提出して総代会の招集を請求したときは、その

請求があった日から３週間以内に、臨時総代会を招集しなければならない。 

５ 前項の規定による請求をした総代は、同項の請求をした日から２週間以内に会

長が総代会招集の手続をしないときは、第１項の規定にかかわらず、市長の承認を

得て総代会を招集することができる。会長の職務を行う者がない場合において、総

代が総代の総数の５分の１以上の同意を得たときも、同様とする。 

６ 総代会の招集は、少なくとも会日の１週間前までに、各総代に対し、会議の目的

たる事項、日時及び場所につき通知して行うものとする。 

 

（総代会の決議事項） 

第３１条 この定款で別に定めるもののほか、次の事項は、総代会の議決を経なけれ

ばならない。ただし、総会において議決する場合は、総代会の議決を要しない。 

（１）定款の変更 
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（２）規約の設定、変更又は廃止 

（３）事業計画及び収支予算の決定又は変更 

 

（総代会の議事等） 

第３２条 総代会は、総代の総数の２分の１以上の出席がなければ、議事を開き、議

決をすることができない。 

２ 総代会の議事は、第４項ただし書及び第３３条に規定する場合を除き、出席者の

過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

３ 総代会の議長は、出席者の互選によって定める。 

４ 総代会においては、第３０条第６項の規定によりあらかじめ通知した事項につ

いてのみ議決することができる。ただし、出席者の３分の２以上の同意があった場

合は、この限りでない。 

５ 総代会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合において

は、第３０条第６項の規定は適用しない。 

６ 第１１条（議決権及び選挙権）の規定は、総代会の議事について準用する。この

場合において、第２項中「その会員の３親等以内の親族若しくは常時使用する従業

員又は他の会員」とあるのは、「その総代の選挙された地区の会員」と、第４項中

「５人」とあるのは「２人」と読み替えるものとする。 

 

（特別の議決） 

第３３条 次の事項は、総代の総数の２分の１以上が出席し、その出席者の３分の２

以上の多数による議決を必要とする。 

（１）定款の変更 

（２）会員の除名 

 

（議事録） 

第３４条 総代会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 

３ 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 

（１）総代会が開催された日時及び場所 

（２）総代会の議事の経過の要領及びその結果 

（３）監事の監査結果についての報告内容の概要 

（４）総代会に出席した会長、副会長、理事又は監事の氏名 

（５）議長の氏名 

（６）議事録の作成に係る職務を行った役員の氏名 

 

第２節 総 会 
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（総会の決議事項） 

第３５条 本商工会の解散又は合併は、総会の議決を経なければならない。 

 

（総会の招集） 

第３６条 総会は、前条の議決をする必要があるときに限り、理事会の同意を得て、

会長が招集する。ただし、総代会を設置すべき法定の要件を欠くに至ったときは、

前条の議決以外の事項を目的として総会を招集することができる。この場合には、

総代会に関する規定は総会について準用する。 

 

（総会の議事） 

第３７条 解散又は合併の決議は、総会員の２分の１以上が出席し、その出席者の３

分の２以上の多数によって行うものとする。 

 

（準用規定） 

第３８条 第３０条第４項から第６項まで（総代会の招集）、第３２条第１項から第

５項まで（総代会の議事等）、第３３条（特別の議決）及び第３４条（議事録）の

規定は、総会について準用する。 

 

第３節 理事会 

（理事会） 

第３９条 本商工会に、理事会を置く。 

２ 理事会は、会長、副会長及び理事の全員をもって組織する。 

３ 理事会は、会長が招集する。 

４ 理事会の招集は、各役員（監事を除く。以下本条において同じ。）に対し、会議

の目的たる事項、日時及び場所につき通知して行うものとする。 

５ 理事会の議長は、会長をもってあてる。 

６ 会長に事故があるとき又は欠員のときは、第１９条の規定により会長の職務を

代理し又は代行する者が議長となる。 

７ 理事会における各役員の議決権は、各々１個とする。 

 

（理事会の決議事項） 

第４０条 この定款で別に定めるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なけれ

ばならない。 

（１）総会又は総代会に提案すべき事項 

（２）その他本商工会の業務の執行に関し重要な事項 

 

（準用規定） 



－11－ 

 

定
款
（
総
代
会
制
） 

 

第４１条 第３２条第１項、第２項、第４項及び第５項(総代会の議事等)並びに第３

４条（ただし、第３項第３号を除く。）（議事録）の規定は、理事会について準用す

る。 

 

第７章 部会及び委員会 

第１節 部 会 

（部 会） 

第４２条 本商工会に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業

の適切な改善発達を図るために、次の部会を置く。 

（１）建設部会 

（２）商業部会 

（３）工業部会 

（４）観光部会 

２ 部会は、本商工会の会員によって構成する。 

 

（部会長及び副部会長） 

第４３条 部会に部会長１人及び副部会長２人を置く。 

２ 部会長及び副部会長は、部会において互選する。 

 

（総代会への報告） 

第４４条 部会長は、会務の状況を毎事業年度少なくとも１回総代会に報告しなけ

ればならない。 

 

（部会について必要な事項） 

第４５条 前３条に規定するもののほか、部会について必要な事項は総代会の議決

を経て別に定める。 

 

第２節 委員会 

（委員会） 

第４６条 本商工会に、その目的の達成に必要な重要事項を調査研究するため、理事

会の議決を経て、委員会を置くことができる。 

 

（委員会について必要な事項） 

第４７条 前条に規定するもののほか、委員会について必要な事項は理事会の議決

を経て別に定める。 

 

第８章 青年部及び女性部 
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第１節 青年部 

（青年部） 

第４８条 本商工会に、商工会の事業を積極的に推進するとともに、商工業の後継者

たるべき青年の経営者としての資質を向上させ、もって商工業の総合的な改善発

達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資するための組織として青年部を置

く。 

 

（青年部員の資格） 

第４９条 青年部員たる資格を有する者は、本商工会の会員たる商工業者（法人にあ

ってはその役員）又はその親族若しくはその後継者と認められる者であり、かつ、

その会員の営む事業に従事する者であって、年齢満４５歳以下の者とする。 

 

（青年部の事業範囲） 

第５０条 青年部は、次に掲げる事業を行う。 

（１）研修活動に関すること。 

（２）調査研究活動に関すること。 

（３）広報及び意見活動に関すること。 

（４）地域活動に関すること。 

（５）社会一般の福祉の増進に関すること。 

（６）前各号に掲げるもののほか、本商工会の目的を達成するために必要な事業を行

うこと。 

 

（部長及び副部長） 

第５１条 青年部に部長１人及び副部長２人を置く。 

２ 部長及び副部長は、青年部において互選し、理事会の承認を得るものとする。 

３ 部長及び副部長は商工会の会員になるものとする。 

（青年部について必要な事項） 

第５２条 前４条に規定するもののほか、加入手続その他青年部について必要な事

項は、総代会の議決を経て別に定める。 

 

第２節 女性部 

（女性部） 

第５３条 本商工会に、商工会の事業を積極的に推進するとともに、商工業に携わる

女性としての経営知識と教養を深め、もって商工業の総合的な改善発達を図り、あ

わせて社会一般の福祉の増進に資するための組織として女性部を置く。 

 

（女性部員の資格） 
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第５４条 女性部員たる資格を有する者は、本商工会の会員たる商工業者（法人にあ

ってはその役員。以下この項において同じ。）若しくはその配偶者又は本商工会の

会員たる商工業者の親族であり、かつ、その会員の営む事業に従事する者であって、

女子とする。 

 

（女性部の事業範囲） 

第５５条 女性部は、次に掲げる事業を行う。 

（１）研修活動に関すること。 

（２）広報及び意見活動に関すること。 

（３）地域活動に関すること。 

（４）生活改善活動に関すること。 

（５）社会一般の福祉の増進に関すること。 

（６）前各号に掲げるもののほか、本商工会の目的を達成するために必要な事業を行

うこと。 

 

（準用規定） 

第５６条 第５１条（部長及び副部長）及び第５２条（青年部について必要な事項）

は、女性部について準用する。 

 

第９章 支  部 

（支 部） 

第５７条 本商工会に、商工会事業を円滑に推進するとともに、地域ごとの融和を図

るための組織として、支部を置く。 

（１）久々野 支部 （久々野地域） 

（２）朝 日 支部 （朝日地域） 

（３）高 根 支部 （高根地域） 

 

（支部長及び副支部長） 

第５８条 支部に支部長１名及び副支部長２名を置く。 

 

（支部について必要な事項） 

第５９条 前２条に規定するもののほか、支部について必要な事項は、総代会の議決

を経て別に定めるものとする。 

 

第１０章 管  理 

（定款その他の書類の備付け及び閲覧） 

第６０条 会長は、定款及び規約を、並びに１０年間総会及び総代会の議事録を本商
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工会の主たる事務所に備えて置かなければならない。 

２ 会員は、いつでも、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合

には、会長は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 

 

（決算関係書類の提出、備付け及び閲覧） 

第６１条  会長は、毎事業年度、通常総代会の会日の１週間前までに、事業報告書、

貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成して監事に提出し、かつ、これらを主

たる事務所に備えて置かなければならない。 

２ 監事は、前項の規定により書類の送付を受けたときは、通常総代会の会日の前日

までに、意見書を会長に提出しなければならない。 

３ 会長は、前項に規定する監事の意見書を添えて第１項に規定する書類を通常総

代会に提出し、その承認を求めなければならない。 

４ 会員は、いつでも、第１項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場

合には、会長は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 

 

（会計帳簿等の閲覧） 

第６２条  会員は、総会員の１０分の１以上の同意を得て、いつでも、会計に関する

帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は正当な理由がな

いのにこれを拒んではならない。 

 

第１１章 事務局 

（事務局）  

第６３条  本商工会に、事務局を置く。 

 

（事務局長及び職員） 

第６４条  事務局に、事務局長１人のほか経営指導員その他の必要な職員を置く。 

２ 事務局長は、会長の命を受け、事務を統轄する。 

３ 事務局職員は、事務局長の指揮を受け、事務を処理する。 

４ 事務局長は、会長が任免する。 

 

（経営指導員） 

第６５条 経営指導員は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関す

る法律第４条第１項にいう経営改善普及事業に従事する。 

２ 経営指導員は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律

施行令第１条第１項第３号に基づき経済産業大臣の定める資格を有する者のうち

から、会長が任命する。 

３ 会長は、経営指導員を任命し、又はこれを免ずる場合には、あらかじめ県知事の
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承認を得るものとする。 

 

（事務局及び職員について必要な事項） 

第６６条 前３条に規定するもののほか、事務局及び職員について必要な事項は、理

事会の議決を経て別に定める。 

 

第１２章 会  計 

（事業年度） 

第６７条 本商工会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる

ものとする。 

 

（収 入） 

第６８条 本商工会の経費は、会費、手数料、使用料その他の収入をもってあてる。 

 

（手数料及び使用料） 

第６９条 本商工会は、施設等の使用又は事務の代行その他の事業の実施について、

総代会の議決を経て別に定めるところにより、手数料及び使用料を徴収する。 

２ 前項に掲げる手数料及び使用料については、その額が適正な原価に照らし公正

妥当な範囲内でなければならず、かつ、その徴収方法は、適正かつ明確なものでな

ければならない。 

 

第１３章 解散及び清算 

（解 散） 

第７０条 本商工会は、次の場合には、解散する。 

（１）総会において解散の決議をした場合 

（２）合併した場合（合併後存続する場合を除く。） 

（３）破産した場合 

（４）設立の認可を取り消された場合 

 

（清算人） 

第７１条  清算人は、前条第１号の規定による解散の場合には、総会において選任

する。 

 

（財産処分の方法） 

第７２条  清算人は、就任の日から６月以内に財産処分の方法を定め、総会の議決

を経て市長の認可を受けなければならない。 

２ 総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、市長



 

 16 

定
款
（
総
代
会
制
） 

の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。 

 

（解散後における会費の徴収） 

第７３条 本商工会は、解散後であっても、総会の議決を経て、その債務を完済する

に必要な限度において、会費を徴収することができる。 

 

（残余財産の帰属） 

第７４条 残余財産は、商工会又はその目的と類似の公益目的を有する法人その他

の団体に帰属させるものとする。 

 

 

付 則 

（実施の時期） 

１ この定款は、本商工会の成立の日（平成１７年４月１日）から実施する。 

（任期の特例） 

２ 設立当時の役員の任期は、第２２条（役員の任期）の規定にかかわらず、設立後

最初の総代会までとする。 

（事業年度の特例） 

３ 設立当時の事業年度は、第６７条（事業年度）の規定にかかわらず、本商工会の

成立の日に始まり、平成１８年３月３１日に終わるものとする。 

 

付 則 

（実施の時期（第３４条及び第４１条の一部改正）） 

１ この定款の一部改正は、定款変更認可の日（平成１９年６月２９日）から実施す

る。  

 

   付 則 

（実施の時期（第４９条の一部改正）） 

１ この定款の一部改正は、定款変更認可の日（平成２６年５月２９日）から実施す

る。 

 

    付 則 

（実施の時期（第４９条の一部改正）） 

１ この定款の一部改正は、定款変更認可の日（令和元年５月２９日）から実施する。 

 

    付 則 

（実施の時期（第２１条、第２７条、別表の一部改正）） 
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１ この定款の一部改正は、定款変更認可の日（令和２年５月２９日）から実施する。 

 

    付 則 

（実施の時期（第４条の一部改正）） 

１ この定款の一部改正は、定款変更認可の日（令和３年５月２８日）から実施する。 

 

付 則 

（第９条第２項、第１６条第１項第３号、第２１条第４項第５号の改正） 

１ この定款の一部改正は、定款変更認可の日（令和４年５月２７日）から実施する。 

 

 

別表 

高山南商工会地区別総代数 

 

久々野地区    ３０人 

朝日地区     １７人 

高根地区      ６人 

その他       ３人  青年部２ 女性部１ 

合  計     ５６人 


